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今シーズン、家きんにおける高病原性鳥インフルエンザが、

2 県 4 事例で確認されています。また、三川町で回収された

死亡ノスリから高病原性鳥インフルエンザウイルスが検出

されています。 

このような背景の中、鳥インフルエンザまん延防止のため、

令和 7 年 11 月 21 日付け山形県告示第 811 号により、 

県内全域で、農場内の消毒が命じられました。 

   
 

   

     
   
 

 

 

 

 
 

異状が認められたら、すぐに家畜保健衛生所に連絡を！ 

中央家畜保健衛生所（夜間・休日も対応） 

０２３－６８６－４４１０ 

家畜衛生だより 
中 央 家 畜 保 健 衛 生 所  

村山地域家畜畜産物衛生指導協会 

〒990-2161 山形市漆山 736 番地 

TEL；023-686-4410 

FAX 023-686-5715 

消石灰散布等による農場内消毒をしてください︕ 

 

令和 7 年１１⽉２５⽇から、県より緊急消毒⽤の消⽯灰を配
布しますので、農場および家きん舎周囲に消⽯灰散布による 
消毒をしてください︕雪上でも効果は変わりません︕ 

また、初回消毒後も消⽯灰散布を継続してください︕ 

消⽯灰散布のイメージ █ 消石灰散布部位 █  

散布量：0.5～1.0kg/㎡ 

１メートル以上 消石灰散布（衛生管理区域境界部） 

１メートル以上 消石灰散布（鶏舎周囲） 

鶏 舎 
      


